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営繕部及び静岡営繕事務所では、地震、風水害等の自然災害が発生した際の災害時及び被災後に 

おける官庁施設の機能確保のための必要な事項をとりまとめた官庁施設「防災カルテ」（以下「防 
災カルテ」）を作成し業務に取り入れている。 
 本論文では、「防災カルテ」を通じた営繕部及び静岡営繕事務所の災害発生時の迅速な対応、官庁施

設の保全業務等への活用について紹介する。 
 

キーワード：防災・保全・BCPへの寄与 

 

１． はじめに 

 

営繕部では良質な官庁施設を整備するため、各種施

策を企画・立案をし、設計・施工、保全等の官庁施設全

般のマネジメントを行っている。 

また、災害時において各施設の被災情報を踏まえ、

官庁施設の施設管理者への技術的支援を行っており、迅

速に施設の被害状況を把握することが重要である。 

官庁施設の施設管理者は、官庁施設の継続使用の可

否、応急措置の要否等を判断し、入居する官署の業務等

に支障を生じさせないよう所要の措置を速やかに講じる

ほか、来訪者等の安全を確保し、二次災害の防止に努め

る必要がある。 

南海トラフ巨大地震等の自然災害に備え、施設の防

災情報を事前に把握しておくことは、防災の観点からし

てとても重要なことである。 

このようなことから、営繕部及び静岡営繕事務所の

災害発生時の迅速な対応、官庁施設の保全業務等への活

用を目的に「防災カルテ」を作成した。 

 

２． 防災カルテとは 

 

「防災カルテ」とは、地震、風水害等の自然災害が

発生した際の官庁施設の被害想定や施設インフラ状況、

施設の耐震性能等をカルテとしてまとめたものである。

平成２３年度から営繕部及び静岡営繕事務所で運用して

おり、作成した数は管内140施設で静岡県内においては

42施設である。 

 

 

(1)防災カルテ構成 

「防災カルテ」の構成を図-1、官庁施設防災カルテ

総括表を図-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 「防災カルテ」の構成 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 官庁施設防災カルテ総括表 

ａ）官庁施設の 

基礎データ 

ｂ）地震の災害に 

対する注意事 

項(被害想定) 

ｃ）台風・集中 

豪雨などの 

災害の注意 

事項(被害想定) 

ｄ）施設等の現況 

確認事項 

ｅ）施設の耐震診 

断結果等確認事項



 

 

(2)防災カルテ内容(概要)  

 官庁施設防災カルテ総括表について説明する（図-2）。 

a) 官庁施設の基礎データ 

 官庁施設の施設名称、所在地、管理官署、入居官署、

敷地面積、延べ床面積、建築年次等の最低限必要な官庁

施設の基礎データを表示している。 

b) 地震の災害に対する注意事項（被害想定） 

静岡県第四次地震被害想定結果1)をもとに、想定震度、

液状化の危険度、近接する活断層等、津波の発生（予想

浸水深）、山崩れ・崖崩、延焼の危険度を表示している。 

c) 台風・集中豪雨などの災害の注意事項（被害想定） 

 国や市町村等が公表している洪水ハザードマップをも

とに、洪水浸水（浸水深）、洪水による地すべり等の危

険度を表示している。 

d）施設等の現況確認事項 

防災設備の有無、主要設備室の有無および場所、イン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラ関係等（ガス、上下水等）、防災備品等を表示して

いる。 

e）施設の耐震診断結果等確認事項 

 官庁施設の総合耐震診断・改修基準2)に基づき必要と

される施設の耐震性能（構造体、非構造部材、建築設

備）、耐震診断結果を表示している。 

f）インフラ写真入り図面 

 インフラ写真入り図面を図-3に示す。 

 屋外は消防設備・インフラ関係等（電気、ガス、水道）

の引込み位置、屋内は消防設備・配電盤・照明・空調設

備等の位置を示し、照明は緑、消防設備は赤等で色分け

している。 

施設のどこを点検すれば良いか施設管理者でも一目

で分かるように図面に写真入りで表示して施設管理者の

保全業務(日常点検)にも活用できる資料となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 インフラ写真入り図面 

屋外の消防設

備・インフラ関

係等（電気、ガ

ス、水道）の引

込み位置を一目

で確認できる。 

屋 内 の 消 防 設

備・配電盤・照

明・空調設備等

の位置を一目で

確認できる。 

照明は緑、消防設

備は赤等で色分け

し分かりやすくし

ている。 



 

３． 「防災カルテ」の活用方法 

 

(1) 災害時の迅速な対応 

発災直後の初動期において、営繕部及び静岡営繕事

務所は、各施設の被災情報報告を踏まえ、被災地域の災

害応急対策活動を行う施設を迅速に把握し、優先度に応

じて施設管理者への技術的支援を適切に実施する必要が

ある（図-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 災害に応じた情報伝達を行う対象施設範囲及び伝達内容 

 

官庁施設の施設管理者は、当該施設に求められる機

能が確保されているかを確認するため、速やかに施設の

点検を行い、官庁施設の被災情報伝達要領3)に基づき、

災害時において施設の被災情報を営繕部及び静岡営繕事

務所へ報告することとなっている（図-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 被災情報伝達フロー 

 

 

特に災害時において、震度情報と被災地域にある施 

設の確認が重要である。「防災カルテ」の閲覧は専用パ

ソコンの防災マップから見ることができ、震度情報から

被災地域にある施設の位置、数を抽出できるようにし、

職員が誰でも対象施設を検索できるようにしている。 

防災マップは管内全施設の位置を1画面で把握する

ことができ、各施設は、省庁別、市町村別にフォルダ分

けされており、見たいフォルダを選択すると防災マップ

に施設の位置が表示される（図-6）。 

防災マップの施設名にリンクが貼られており、施設

名を選択すると官庁施設基礎データ、官庁施設防災カル

テ総括表および一般図を確認することができる（図-7）。 

 このように技術的支援を行う営繕部及び静岡営繕事務

所にとって災害時の迅速な対応ができるツールとして活

用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 防災マップとフォルダ構成 

 

管内全施設の位置を防災マップ（地図情報）から１画面で把

握することができる。（例：静岡県内） 

下記の区分毎（各ファイル毎）に施設の位置を表示できる。 

（例：静岡県内） 

省庁別 市町村別 

静岡県全域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 防災マップからのリンク 

 

(2) 各省各庁の業務継続計画（BCP）の寄与 

 業務継続計画（BCP）は各省各庁がそれぞれの組織で

作成をしている。「防災カルテ」の情報を、各組織の業

継続計画（BCP）（災害発生時の点検、避難計画等）に役

立ててもらうため、静岡営繕事務所では「防災カルテ」

を42施設を管理する国家機関13部局の施設管理者へ配

布し情報提供を行った（図-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象庁舎が 

表示される。 

画面に表示された施設名を選択することで、該当する施設の官庁施設基礎データを確認することができる。 

また、官庁施設防災カルテ総括表と一般図も確認できる。 

対象庁舎を選択 

官庁施設防災

カルテ総括表 

官庁施設基礎

データ 

一般図 

図-8 官庁施設の施設管理者への説明 



 

 

(3)保全業務（日常点検）の活用 

官公庁施設の建設等に関する法律第11条に「各省各

庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設

を、適切に保全しなければならない」とあり、官庁施

設を適切に保全し、維持管理をしていくことが規定さ

れている。このことから、官庁施設の保全・維持管理

を適切に行うためには、施設管理者の日常点検がとて

も重要である。 

「防災カルテ」のインフラ写真入り図面で施設の設

備機器や防災設備、インフラ関係等の位置が一目で分

かるようになっており、故障への対応と保全及び日常

点検においても十分に活用できると考える。 

 

４． 実効性の検証 

 

(1) 災害時の迅速な対応 

 防災訓練等において、被災地域にある施設の把握と災

害応急対策活動を行う施設の「防災カルテ」の取り出し

を、概ね１５分程度で行うことができる。被災情報伝達

要領より発災から概ね1時間を目処に施設管理者は被災

情報を伝達することになっているため、被災情報が入る

前に、防災カルテの内容を確認でき、営繕部及び静岡営

繕事務所が迅速な技術的支援の準備をすることが可能で

ある。 

 

(2) 保全業務(日常点検)の活用及び各省各庁の業務継続

計画（BCP）の寄与 

 「防災カルテ」を配布した42施設を管理する国家機関

13部局の施設管理者に対してアンケートを実施した結果、

図-9のとおり「とても役に立った」「少し役に立った」

と言う意見が７５％を占めた。 

また、具体的には「施設管理」「職員の防災意識への

向上」、「業務継続計画（BCP）の充実」といった意見

が多くを占めた。 

この結果から、施設管理等の保全業務（日常点検）へ

の活用、職員の防災意識の向上及び業務継続計画（BCP）

への活用に寄与できると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． まとめ 

 

災害時に迅速な対応をするためには、事前の準備が重

要である。営繕部及び静岡営繕事務所が「防災カルテ」

をいち早く確認できることにより、災害時の迅速な対応

が可能であること、また、官庁施設の施設管理者にとっ

て、施設管理等の保全業務（日常点検）の活用、職員の

防災意識の向上及び業務継続計画（BCP）への活用も考

えられることから、「防災カルテ」の目的はほぼ達成さ

れた。 

増築や改修等で施設の情報が変わった場合や地方自治

体等が発表する被害想定等の変更があった場合「防災カ

ルテ」を更新する必要があるため継続してメンテナンス

していくことが重要である。また、工事履歴の確認や施

設管理者との定期的な情報交換が必要である。 

今後の展開として、災害時において、統合災害情報

システム（ＤｉＭＡＰＳ）4)と「防災カルテ」をうまく

連携させ、迅速で的確な防災活動ができるように検討を

進めていきたいと考えている。 
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図-9 アンケート結果 
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